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(57)【要約】
【課題】  被験者への負担は些少なものとしつつ、運動
に伴う体振動の影響を受けにくく、正確な単位時間当た
りの脈拍の発生頻度すなわちハートレートを測定する。
【構成】 人体頭部に発光素子１１と、受光素子１２と
を装着し、発光素子１１からの光を、皮下動脈４および
／または前記皮下動脈内を流れる血液に反射または透過
させ、この反射または透過された光を受光素子１２にて
検出し、さらにＣＰＵ１４を用いて、受光素子１２にて
検出された光の強度変化より、皮下動脈４の脈動、およ
び／または皮下動脈４内を流れる血流量の変化を測定
し、この測定値より、単位時間当たりの血流量変化の脈
動数を算出し、この算出された単位時間当たりの血流量
変化の脈動数をハートレートとみなすハートレートモニ
ターを作製した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  発光素子と、受光素子と、ＣＰＵとを有
し、
前記発光素子からの光を、血管を流れる血液に反射また
は透過させ、
前記受光素子は、前記反射または透過された光を検出
し、
前記ＣＰＵは、前記受光素子にて検出された光の強度変
化より、前記血管内を流れる血流量の変化を測定し、
前記ＣＰＵは、前記測定値より、単位時間当たりの血流
量変化の脈動数を算出し、前記算出された、単位時間当
たりの血流量変化の脈動数をハートレートとみなすハー
トレートモニターであって、
前記発光素子と、前記受光素子とは４～１０ｍｍの間隔
を有して人体頭部に装着され、
前記発光素子が発光する９００～１２００ｎｍの波長の
光を、皮下動脈および／または前記皮下動脈内を流れる
血液に反射または透過させて、前記受光素子にて検出す
ることを特徴とするハートレートモニター。
【請求項２】前記算出されたハートレートを表示する表
示部を有し、
前記表示部は、光学的な表示および／または音声および
／または無線および／または骨伝導により、前記算出さ
れたハートレートを、測定者および／または被験者に伝
達することを特徴とする請求項１に記載のハートレート
モニター。
【請求項３】前記算出されたハートレートを記憶するメ
モリー装置を有していることを特徴とする請求項１また
は２に記載のハートレートモニター。
【請求項４】人体頭部に装着されるヘッドバンドを有
し、
前記発光素子と、前記受光素子と、前記ＣＰＵと、前記
表示部とが前記ヘッドバンドに装着されていることを特
徴とする請求項１から３のいずれかに記載のハートレー
トモニター。
【請求項５】人体頭部に装着される眼鏡フレームを有
し、
前記発光素子と、前記受光素子と、前記ＣＰＵと、前記
表示部とが前記眼鏡フレームに装着されていることを特
徴とする請求項１から３のいずれかに記載のハートレー
トモニター。
【請求項６】人体頭部に装着されるサンバイザーを有
し、
前記発光素子と、前記受光素子と、前記ＣＰＵと、前記
表示部とが前記サンバイザーに装着されていることを特
徴とする請求項１から３のいずれかに記載のハートレー
トモニター。
【請求項７】人体耳介に係合する容器を有し、
前記発光素子と、前記受光素子と、前記ＣＰＵと、前記
表示部とが前記容器に装着されていることを特徴とする*
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*請求項１から３のいずれかに記載のハートレートモニタ
ー。
【請求項８】発光素子と、受光素子とを人体に装着し、
前記発光素子が発光した光を、血管を流れる血液に反射
または透過させて、前記受光素子にて検出し、
前記受光素子にて検出された光の強度変化より、前記血
管内を流れる血流量の変化を測定し、
前記測定値より、単位時間当たりの血流量変化の脈動数
を算出し、前記算出された、単位時間当たりの血流量変
化の脈動数をハートレートとみなすハートレート測定方
法であって、
前記発光素子と、前記受光素子とは４～１０ｍｍの間隔
を有して人体頭部に装着され、
前記発光素子が発光した９００～１２００ｎｍの波長の
光を、皮下動脈および／または前記皮下動脈内を流れる
血液に反射または透過させて、前記受光素子にて検出す
ることを特徴とするハートレート測定方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、被験者のランニン
グ、ジョギング、ウオーキング等の運動時、軽運動時ま
たは療養時の、ハートレートを測定するハートレートモ
ニターに関する。尚、本発明においてハートレートとは
「単位時間当たりの脈拍の発生頻度」をいう。
【０００２】
【従来の技術】ハートレートを測定する方法として、従
来は、特開昭６０－１１６３２５に開示されているよう
な心臓付近に装着された電極より心電信号を検出する方
法、特公昭６１－４３０５７に開示されているような耳
たぶの血管より光学的に脈拍数を検出する方法、ＵＳＰ
－４０３８９７６に開示されているような体表付近の動
脈からの力学的振動による圧力脈動を検出する方法、さ
らに特開平４－２７９１４６に開示されているような血
圧計と組み合わせた方法、等がある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上述した従来
の技術においては次に記載するような解決すべき課題が
ある。すなわち、まず心臓付近に装着された電極より心
電信号を検出する方法では、心電信号を検出する電極を
胸部皮膚に接触固定する必要があるため、通常は胸部を
周回する伸縮性のバンドが用いられる。そのためこのバ
ンドを装着するためには、被験者は、一旦裸になる必要
があり、且つバンドのずり落ちを防ぐことのできる強度
で胸を締め付けるため、長時間装着では被験者に負担感
を与えることがある。さらに、胸部で採取した心電信号
によりハートレートを測定しても、それを被験者に伝え
るためには、手首等に表示部を設け、胸部より手首へ向
けて無線等の手段により信号を送信する必要もあった。
【０００４】次に、耳たぶの血管より光学的に脈拍数を
検出する方法では、被験者がランニング等の動きの激し



(3) 特開２００３－３３３２８

10

20

30

40

50

3
い運動をおこなうと、体振動の影響を受けて、光学的に
脈拍数を検出する際に測定誤差を生じる可能性がある。
また、耳たぶの血管のように動静脈吻合が存在する血管
で脈拍数を測定しようとしても、外気温と体温との相関
により前記動静脈吻合が血流量を調整する機能を有する
ため、この調整機能によって血流量が減少し測定が困難
になる場合がある。
【０００５】さらに、体表付近の動脈からの力学的振動
による圧力脈動を検出する方法では、前記光学的に脈拍
数を検出する方法よりさらに体振動の影響を受けやす
く、特に、運動中の脈拍数検出においては測定誤差が大
きくなる可能性がある。
【０００６】さらに加えて、血圧計と組み合わせて検出
する方法では、カフ等により血管を圧迫しつつ、光学的
方法等により脈拍数を検出しているので比較的容易に測
定が可能である。しかし被験者にとっては測定の間中、
測定部位をカフ等により圧迫され続けるという負担を強
いられるものである。血圧測定であれば測定は短時間で
終了するので、その間、測定部位を圧迫することも許容
されるが、ハートレート測定は長時間にわたり、かつ運
動中の測定というニーズもあり、測定部位をカフ等によ
り圧迫することは好ましくない。
【０００７】本発明は、上述の背景のもとでなされたも
のであり、被験者への負担は些少なものとしつつ、運動
に伴う体振動の影響を受けにくく、正確な単位時間当た
りの脈拍の発生頻度すなわちハートレートを測定できる
ハートレートモニターを提供するものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するた
めに、たとえ被験者の体振動下においても、被験者への
負担や運動への妨げは必要最小限とし、且つ正確なハー
トレートを採取することについて、試行錯誤を重ねた結
果、本発明者は次の知見に想到した。すなわち、被験者
の体振動下においても、被験者への負担や運動への妨げ
は必要最小限としてハートレートを採取するには、光を
血管および／または血液に、反射または透過させた後、
その光を検出することが好ましいことである。次に、正
確なハートレートを採取するには、ハートレートを採取
する血管は、動静脈吻合が血流量を調整することのな
い、太い動脈が好ましいことである。
【０００９】本発明者らは、上記知見を基に、被験者へ
の負担や運動への妨げは必要最小限とし、且つ正確なハ
ートレートを測定できるハートレートモニターの発明を
完成した。
【００１０】すなわち、第１の発明は、発光素子と、受
光素子と、ＣＰＵとを有し、前記発光素子からの光を、
血管を流れる血液に反射または透過させ、前記受光素子
は、前記反射または透過された光を検出し、前記ＣＰＵ
は、前記受光素子にて検出された光の強度変化より、前
記血管内を流れる血流量の変化を測定し、前記ＣＰＵ
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は、前記測定値より、単位時間当たりの血流量変化の脈
動数を算出し、前記算出された、単位時間当たりの血流
量変化の脈動数をハートレートとみなすハートレートモ
ニターであって、前記発光素子と、前記受光素子とは４
～１０ｍｍの間隔を有して人体頭部に装着され、前記発
光素子が発光する９００～１２００ｎｍの波長の光を、
皮下動脈および／または前記皮下動脈内を流れる血液に
反射または透過させて、前記受光素子にて検出すること
を特徴とするハートレートモニターである。
【００１１】第２の発明は、前記算出されたハートレー
トを表示する表示部を有し、前記表示部は、表示および
／または音声および／または無線および／または骨伝導
により、前記算出されたハートレートを、測定者および
／または被験者に伝達することを特徴とする第１の発明
に記載のハートレートモニターである。
【００１２】第３の発明は、前記算出されたハートレー
トを記憶するメモリー装置を有していることを特徴とす
る第１または第２の発明に記載のハートレートモニター
である。
【００１３】第４の発明は、人体頭部に装着されるヘッ
ドバンドを有し、前記発光素子と、前記受光素子と、前
記ＣＰＵと、前記表示部とが前記ヘッドバンドに装着さ
れていることを特徴とする第１から第３の発明のいずれ
かに記載のハートレートモニターである。
【００１４】第５の発明は、人体頭部に装着される眼鏡
フレームを有し、前記発光素子と、前記受光素子と、前
記ＣＰＵと、前記表示部とが前記眼鏡フレームに装着さ
れていることを特徴とする第１から第３の発明のいずれ
かに記載のハートレートモニターである。
【００１５】第６の発明は、人体頭部に装着されるサン
バイザーを有し、前記発光素子と、前記受光素子と、前
記ＣＰＵと、前記表示部とが前記サンバイザーに装着さ
れていることを特徴とする第１から第３の発明のいずれ
かに記載のハートレートモニターである。
【００１６】第７の発明は、人体耳介に係合する容器を
有し、前記発光素子と、前記受光素子と、前記ＣＰＵ
と、前記表示部とが前記容器に装着されていることを特
徴とする第１から第３の発明のいずれかに記載のハート
レートモニターである。
【００１７】第８の発明は、発光素子と、受光素子とを
人体に装着し、前記発光素子が発光した光を、血管を流
れる血液に反射または透過させて、前記受光素子にて検
出し、前記受光素子にて検出された光の強度変化より、
前記血管内を流れる血流量の変化を測定し、前記測定値
より、単位時間当たりの血流量変化の脈動数を算出し、
前記算出された、単位時間当たりの血流量変化の脈動数
をハートレートとみなすハートレート測定方法であっ
て、前記発光素子と、前記受光素子とは４～１０ｍｍの
間隔を有して人体頭部に装着され、前記発光素子が発光
した９００～１２００ｎｍの波長の光を、皮下動脈およ
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び／または前記皮下動脈内を流れる血液に反射または透
過させて、前記受光素子にて検出することを特徴とする
ハートレート測定方法である。
【００１８】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て詳細に説明する。まず、上述したように、被験者への
負担や運動への妨げは必要最小限としてハートレートを
採取するには、光を血管および／または血液に、反射ま
たは透過させた後、その光を検出することが好ましく、
正確なハートレートを採取するには、ハートレートを採
取する血管は、動静脈吻合が血流量を調整することのな
い太い動脈が好ましい。
【００１９】しかし、通常、人体の太い動脈は体表面近
傍には位置していないため、体表面より光を照射して、
無圧迫状態の動脈で反射または透過された後の光を検出
することを試みても正確なハートレートを採取すること
は出来なかったのである。ここで、本発明者らの第１の
着想は、ハートレートを採取する血管として人体頭部の
皮下動脈に注目したことである。通常、太い動脈は上述
したように人体の深奥部に位置しているが、頭部では比
較的体表面近傍に位置している。すなわち、頭蓋骨と皮
膚の間の軟組織中に太い動脈が存在し、且つ、軟組織中
には、測定の妨害原因となる脂肪組織が被験者の体型に
拘わらず少ないのである。
【００２０】さらに好ましいことには、ランニングのよ
うな運動中に人体中で最も安定した箇所は人体頭部であ
る。これは脳を運動中の衝撃より保護するためであると
考えられるが、運動中の人体よりデータを安定的に採取
する場所としても、頭部は最適な場所である。
【００２１】さらに加えて好ましいことには、エレクト
ロニクスの進歩により、採取されたデータを処理し得ら
れたハートレートを被験者に伝達する機能部品が小型軽
量化された。得られたハートレートは光または音声によ
って被験者の目または耳に伝達されるので、頭部でデー
タを採取できれば、全てを一体化した作業性に優れたハ
ートレートモニターを実現できる。
【００２２】次に、本発明者らの第２の着想は、発光素
子の光の最適波長を見出したことと、発光素子と受光素
子との最適距離を見出したことである。すなわち、波長
９００～１２００ｎｍ、より好ましくは９５０～１０５
０ｎｍの光は人体中を、良好に浸透し且つ動脈の動きや
血流により変調される。さらに発光素子と受光素子との
距離を４～１０ｍｍ、より好ましくは７～９ｍｍとする
ことで、前記変調された光を良好に検出できることであ
る。
【００２３】以下、図面を参照しながら本発明の実施の
形態について、さらに詳細に説明する。図１は、被験者
の頭部表面における断面の模式図である。頭蓋骨１と皮
膚３の間に軟組織２があり、軟組織の中には例えば眼窩
上動脈のような動脈４と静脈５および毛細血管６が存在
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し、皮膚３の上に発光素子１１と受光素子１２が配設さ
れている。動脈４と静脈５および毛細血管６中には血液
が流れ、特に動脈４はハートレートに応じて脈動してい
る。
【００２４】発光素子１１は波長９００～１２００ｎ
ｍ、より好ましくは９５０～１０５０ｎｍを有する光を
発生する赤外ＬＥＤ等が好ましい。何となればこの波長
の赤外光は、体組織に吸収され難く軟組織２中を透過し
て動脈３等に迄到達し、そこで変調を受けて反射され、
受光素子１２で検出することが可能だからである。尚、
受光素子１２としてはフォトトランジスタ等が好個に使
用可能である。また、発光素子１１と受光素子１２は４
～１０ｍｍ、より好ましくは７～９ｍｍの間隔を有して
皮膚６に配設されていることが好ましい。
【００２５】何となれば、発光素子１１より発し、動脈
３で反射された光を受光素子１２で検出するには、両素
子の間隔は小さい方が好ましいのだが、両素子を測定回
ごとに動脈３の真上、または両素子で動脈３を跨ぐ状態
に配設するのは困難であること、さらに動脈３の位置に
は若干の個人差があること等により、発光素子１１と受
光素子１２とが４～１０ｍｍ、より好ましくは７～９ｍ
ｍの間隔を有しているとき、安定的に動脈３からの反射
光を受光できることによる。さらに受光素子の数を２個
以上に増やし、発光素子１１を中心として周囲に配設す
ることで、動脈３からの反射光を効率よく安定的に受光
すると共に、複数の受光素子からの信号を比較処理する
ことにより、外光の影響をキャンセルする構成とするこ
とも好ましい。
【００２６】さらに加えて、発光素子１１と受光素子１
２との配設位置として外耳動近傍の動脈を用いることも
可能である。これはこの部分に存在する浅側頭動脈へ光
を照射し、反射または透過光を検出する構成とするもの
で、上述のように外耳内の浅側頭動脈側へ、発光素子１
１と受光素子１２を間隔を設けて配設する構成と、外耳
道内に発光素子１１を配設し浅側頭動脈を挟んだ側に受
光素子１２を配設する構成とを採ることが可能である。
【００２７】図２は本発明にかかるハートレートモニタ
ー１０における回路ブロック図である。発光素子１１か
ら発生した光は人体の動脈にて脈動変調されて反射さ
れ、受光素子１２に検出され電気信号となる。得られた
電気信号は、増幅器１３で適宜に増幅されＣＰＵ１４に
入る。このとき電力節約のために発光素子１１を常時点
灯とせずパルス点灯とすることで、ハートレートモニタ
ー１０中の電池寿命を延ばすのは好ましい構成である。
【００２８】ＣＰＵ１４は発光素子１１へ送出した信号
と受光素子１２で検出された変調を受けた電気信号とを
比較し、外光等の擾乱要因をキャンセルして、皮下動脈
の脈動および／または皮下動脈内を流れる血流量の変化
を測定する。次にＣＰＵ１４は、測定された脈動数等よ
り単位時間当たりの血流量変化の脈動数を算出し、これ
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7
をハートレートとみなす。さらにＣＰＵ１４は算出した
ハートレートを数値化し、表示部を介して被験者および
／または測定者に伝達する。具体的な伝達方法として、
光学的に表示器１５に表示させる、および／または数値
化されたハートレートを合成音声化してイヤホン１６に
流す、および／または合成音声化されたハートレートを
骨伝導素子１７に流す、等により算出したハートレート
を被験者等へ伝達することが好ましい。さらに必要によ
り、ハートレートのデータを送信機１８より無線等によ
り発信し、測定者のもとにある受信機で受信する構成と
してもよい。
【００２９】さらに加えて、ＣＰＵ１４にデータのメモ
リー装置１９を配設しておくのも好ましい構成である。
この構成をとることにより、所望の時間内のハートレー
ト測定値を、一旦データのメモリー装置１９に記憶させ
ることが可能になる。この一旦記憶されたデータをコン
ピューター等で読み出し解析することで、測定時間に制
約されることなく、被験者の運動能力、体調等の把握に
寄与するデータを採取することが可能になる。
【００３０】図３～７は上述の構成を有するハートレー
トモニター１０の装置例および被験者への装着例であ
る。
（装着例１）図３は、人体頭部を周回するヘッドバンド
３１に、ハートレートモニター１０と表示器１５とイヤ
ホン１６とを配設した例である。この例において、ハー
トレートモニター１０を額部に配設すれば、ハートレー
トを検出する動脈として眼窩上動脈等を用いることがで
き、側頭部に配設すれば浅側頭動脈、頬骨眼窩動脈等を
用いることができる。表示部として液晶等を用いる表示
器１５を使用しても良いが、ヘッドマウントディスプレ
イを用いて表示器自体は目の近傍にありながら、表示さ
れる数値は例えば５０ｃｍ先にあるかの如く仮想現実化
して被験者に伝達するのも好ましい構成である。この例
では表示器１５とイヤホン１６とを併設しているが、ど
ちらか片方を用いる構成としても良い。
【００３１】（装着例２）図４は、図３に示すヘッドバ
ンド３１に、ハートレートモニター１０と骨伝導素子１
７とを配設した例である。骨伝導素子１７はＣＰＵ１４
からの合成音声信号を振動として被験者の頭蓋骨に伝導
するので、周囲に騒音があっても被験者は合成音声を聞
き取ることができる。またこの構成を採ると、ハートレ
ートモニター１０も骨伝導素子１７もヘッドバンド３１
上に配設でき、すっきりとしたデザインとすることがで
き、取り扱い上も好ましい。
【００３２】（装着例３）図５は、図３に示すヘッドバ
ンド３１に、ハートレートモニター１０と送信機１８と
を配設した例である。送信機１８はＣＰＵからのハート
レート信号を受信装置へ向けて無線送信する。受信装置
にて受信されたハートレート信号は、さらに、例えば記
憶、印字、表示、および解析される構成とすることがで

8
きる。被験者へデータをフィードバックするには、光学
表示または合成音声を用いる構成が好ましい。またこの
構成を採ると、ハートレートモニター１０も送信機１８
もヘッドバンド３１上に配設でき、すっきりとしたデザ
インとすることができ、取り扱い上も好ましい。
【００３３】ここで、上述の（装着例２）および（装着
例３）は、例えば、水泳や陸上競技、球技等の、頭部に
衝撃が加わったり、動きの激しいスポーツをおこなって
いる際のハートレート測定に適した装着例である。水泳
の際のハートレート測定には、ハートレートモニター１
０等を配設したヘッドバンド３１を、例えば水泳キャッ
プと一体化してしまうことにより、さらに被験者への負
担を削減するのも好ましい構成である。
【００３４】（装着例４）図６は、眼鏡フレーム３２
に、ハートレートモニター１０と表示部とを配設した例
である。この例において、眼鏡フレームの３２の側頭部
にハートレートモニター１０が配設されるので、ハート
レートを検出する動脈として浅側頭動脈、頬骨眼窩動脈
等を用いることができる。また表示部としては図３の例
と同様に液晶等を用いる表示器１５を使用しても良い
が、ヘッドマウントディスプレイを用いるのも好ましい
構成である。もちろん、イヤホン１６および／または骨
伝導素子１７の使用も可能である。
【００３５】（装着例５）図７は、サンバイザー３３
に、ハートレートモニター１０と表示部とを配設した例
である。この例において、サンバイザー３３を用い額部
または側頭部にハートレートモニター１０が配設される
ので、ハートレートを検出する動脈として眼窩上動脈、
浅側頭動脈、頬骨眼窩動脈等を用いることができる。ま
た表示部としては図３の例と同様に液晶等を用いる表示
器１５を使用しても良いが、ヘッドマウントディスプレ
イを用いるのも好ましい構成である。もちろん、イヤホ
ン１６および／または骨伝導素子１７の使用も可能であ
る。
【００３６】（装着例６）図８は、ハートレートモニタ
ー１０自体を耳掛セットの形とし、人体耳介に係合させ
た例である。この例において、発光素子１１は図９、図
１０に示すように外耳道７内に配設される。ここで図９
はハートレートモニター１０の発光素子１１と受光素子
１２とが、後耳介動脈８を挟んで配設されているところ
を示す斜視図であり、図１０は前記発光素子１１と受光
素子１２とが、後耳介動脈８を挟んで配設されていると
ころの横断面の模式図である。図１０から明らかなよう
に、発光素子１１より発した光は後耳介動脈８を透過し
て、受光素子１２に達する。この受光素子１２に達した
光よりハートレートを求めることができる。尚、発光素
子１１と受光素子１２とを、後耳介動脈８を挟んで配設
するにあたり、発光素子１１を外耳道７側に配設すると
外光の影響を受けにくくなり好ましい構成である。ここ
で耳掛セットの形状を適宜に設計することで、発光素子
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１１と、受光素子１２と、ＣＰＵ１４と、イヤホン１６
とを耳掛けセットの容器内に装着し一体化することで、
被験者への負担を減らすことも好ましい構成である。そ
してＣＰＵ１４からの合成音声信号を、耳掛セットと一
体化した骨伝導素子１７を用いて被験者へ伝達すること
も好ましい構成である。
【００３７】上記装着例１～６において、上述したよう
に、ＣＰＵ１４にデータのメモリー装置１９を配設して
おくのも好ましい構成である。
【００３８】
【発明の効果】以上詳述したように、本発明は、被験者
への負担は些少なものとしつつ、運動に伴う体振動の影
響を受けにくく、正確な単位時間当たりの脈拍の発生頻
度すなわちハートレートの測定を目的として、発光素子
と、受光素子と、ＣＰＵとを有し、前記発光素子からの
光を、血管を流れる血液に反射または透過させ、前記受
光素子は、前記反射または透過された光を検出し、前記
ＣＰＵは、前記受光素子にて検出された光の強度変化よ
り、前記血管内を流れる血流量の変化を測定し、前記Ｃ
ＰＵは、前記測定値より、単位時間当たりの血流量変化
の脈動数を算出し、前記算出された、単位時間当たりの
血流量変化の脈動数をハートレートとみなすハートレー
トモニターであって、前記発光素子と、前記受光素子と
は４～１０ｍｍの間隔を有して人体頭部に装着され、前
記発光素子が発光する９００～１２００ｎｍの波長の光
を、皮下動脈および／または前記皮下動脈内を流れる血
液に反射または透過させて、前記受光素子にて検出する
ことを特徴とするハートレートモニターを作製した。こ
の結果、被験者への負担や、運動への妨げは必要最小限
でありながら、正確なハートレートの測定が可能となっ
た。
【図面の簡単な説明】
【図１】被験者の頭部表面における断面の模式図であ
る。
【図２】実施の形態例に係るハートレートモニターの回
路ブロック図である。
【図３】実施の形態例に係るハートレートモニターの被
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験者への装着例の斜視図である。
【図４】実施の形態例に係るハートレートモニターの被
験者への装着例の斜視図である。
【図５】実施の形態例に係るハートレートモニターの被
験者への装着例の斜視図である。
【図６】実施の形態例に係るハートレートモニターの被
験者への装着例の斜視図である。
【図７】実施の形態例に係るハートレートモニターの被
験者への装着例の斜視図である。
【図８】実施の形態例に係るハートレートモニターの被
験者への装着例の斜視図である。
【図９】実施の形態例に係るハートレートモニターの被
験者の耳への装着例である。
【図１０】図９に示した装着例において、被験者の耳部
の横断面の模式図である。
【符号の説明】
１．頭蓋骨
２．軟組織
３．皮膚
４．動脈
５．静脈
６．毛細血管
７．外耳道
８．後耳介動脈
１０．ハートレートモニター
１１．発光素子
１２．受光素子
１３．増幅器
１４．ＣＰＵ
１５．表示器
１６．イヤホン
１７．骨伝導素子
１８．送信機
１９．メモリー装置
３１．ヘッドバンド
３２．眼鏡フレーム
３３．サンバイザー

【図３】 【図４】 【図６】
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